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新潟県情報公開審査会規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

平成29年３月28日 

新潟県知事  米 山  隆 一 

新潟県規則第11号 

新潟県情報公開審査会規則の一部を改正する規則 

新潟県情報公開審査会規則（平成７年新潟県規則第70号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正後の欄中項の表示に下線が引かれた項を加える。 

改 正 後 改 正 前 

（部会） 

第４条 （略） 

２・３ （略） 

４ 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたと

きは、当該部会に属する委員のうちから部会長が

あらかじめ指名する者が、その職務を代行する。

５ 前条の規定は、部会について準用する。この場

合において、同条第１項中「会長」とあるのは「部

会長」と読み替えるものとする。 

（部会） 

第４条 （略） 

２・３ （略） 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 


